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狭義の招集通知

証券コード　3657

（発送日）2024年４月10日

（電子提供措置の開始日）2024年４月３日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目４番１号

代表取締役社長 橘 　 鉄 平

【当社ウェブサイト】
https://www.ir.phd.inc/stock2.html

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/3657/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第15回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第15回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し

上げます。
本株主総会の招集に関しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提

供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の各ウェブ
サイトに「第15回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下
のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げま
す。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）に「ポール
トゥウィンホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「3657」を入
力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」
にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日のご出席に代えて、書面（郵送）又はインターネット等により議決
権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のう
え、2024年４月24日（水曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますよ
うお願い申し上げます。

敬　具
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狭義の招集通知

１．日 時 2024年４月25日（木曜日）午前10時

（受付開始は午前９時30分を予定しております）
２．場 所 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号

新宿NSビル 30階 NSスカイカンファレンス ホールＡ・Ｂ
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第15期（2023年２月１日から2024年１月31日まで）事業報

告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査

等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第15期（2023年２月１日から2024年１月31日まで）計算書

類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
４．招集にあたっての決定事項

（１）ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示を
されない場合は、賛の表示があったものとしてお取り扱いいたしま
す。

（２）インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に
行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

（３）書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合
は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお
取り扱いいたします。

     

※株主総会にご出席くださる株主様とご出席が難しい株主様の公平性等を勘案し、お土産

を廃止させていただいております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙

を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイ

トにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をされた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送り

いたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項

を除いております。

① 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

② 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が

会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一

部であります。
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議決権行使のご案内

株主総会にご出席される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ

さい。

日 時

　
2024年４月25日（木曜日）

午前10時（受付開始：午前９時30分）

書面（郵送）で議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご

表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

　
2024年４月24日（水曜日）

午後６時到着分まで

インターネット等で議決権を行使される場合

パ ソ コ ン 又 は ス マ ー ト フ ォ ン か ら 議 決 権 行 使 ウ ェ ブ サ イ ト

（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスし、本招集ご通知とあわせ

てお送りする議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パス

ワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限

　
2024年４月24日（水曜日）

午後６時入力完了分まで

議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット
等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネ
ット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行
使としてお取り扱いいたします。
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議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法

「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイ

トにログインすることができます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへア
クセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」
を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本
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議決権行使のご案内

議決権行使コード・パスワードを

入力する方法

議決権行使

ウェブサイト
https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

　

議決権行使書用紙に記載された

「パスワード」をご入力ください。
3

「パスワード」

を入力

実際にご使用になる

新しいパスワードを

設定してください

「登録」をクリック

議決権行使ウェブサイトに

アクセスしてください。
1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された

「議決権行使コード」をご入力

ください。

2

「議決権行使コード」

を入力

「次へ」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否

をご入力ください。
4

※操作画面はイメージです。

パソコンやスマートフォン、携帯電話のインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用
できない場合があります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合せ 機関投資家の皆様へ

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル

 0120-768-524
（受付時間　年末年始を除く９：00～21：00）

機関投資家の皆様に関しましては、本総会に

つき、株式会社ICJの運営する「議決権電子

行使プラットフォーム」から電磁的方法によ

る議決権行使を行っていただくことも可能で

す。
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当事業年度の事業の状況、財産及び損益の状況

( 2023年２月１日から
2024年１月31日まで )

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境が改善するもと

で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されます

が、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景

気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっており、また、物価

上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意す

る必要があります。さらに、令和６年能登半島地震の経済に与える影響に

十分留意する必要があります。

このような経済状況のもと、当社グループにおいては、顧客のサービス

やプロダクトのライフサイクルの企画、開発、リリース、運用、改善の工

程（サービス・ライフサイクル）において、品質コンサルティング、ゲー

ムデバッグ、ソフトウェア第三者検証、環境構築・移行サポート、モニタ

リング、カスタマーサポート、不正対策、BPRサポート等を提供するサー

ビス・ライフサイクルソリューション事業をグローバルで推進しておりま

す。当連結会計年度においては、当社では、メタバース関連サービスを提

供する子会社として、５月に株式会社ADOORを設立いたしました。ポール

トゥウィン株式会社では、顧客ニーズへの対応力向上、従業員の働く環境

整備のため、３月に東京都内６センターを集約して秋葉原センターを開設

し、株式会社MIRAIt Service Design及び株式会社Ninjastarsも同センタ

ーへ入居いたしました。８月に大分センター（リモートワーク中心拠点）

を開設、９月に博多センターの移転開設、10月に仙台市内２センターを集

約して仙台センターを開設、11月に佐賀センターを開設いたしました。

PTWジャパン株式会社では、顧客へのサービス力向上、経営資源の集約と

効率化のため、７月に株式会社デルファイサウンドを吸収合併いたしまし

た。PTW Canada Solutions, Inc.では、音声収録事業の強化、相互送客を

目的として、10月にゲーム開発企業向けのミュージックデザインやサウン

ドデザインを行うVibe Avenue Inc.（カナダ現地法人）を子会社化いたし

ました。株式会社CREST、株式会社SANETTY Produce及び株式会社キュービ

ストは、メディア・コンテンツ業務のシナジー向上、経営資源集約のた
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当事業年度の事業の状況、財産及び損益の状況

め、２月に株式会社CRESTを存続会社として吸収合併し、株式会社HIKEへ

商号変更いたしました。株式会社HIKEでは、アニメ制作体制強化のため、

１月に株式会社しいたけデジタルを子会社化いたしました。各子会社にお

いて、積極的な人材採用・育成、事業拠点の新設・拡大を進めておりま

す。

また、事業関連資産、投資先状況を精査した結果、減損損失987,807千

円、投資有価証券評価損692,151千円を計上いたしました。

この結果、当連結会計年度の売上高は46,980,139千円（前期比17.7％

増）、営業利益は404,482千円（同85.2％減）、経常利益は509,308千円（同

81.1％減）、親会社株主に帰属する当期純損失は1,967,791千円（前期は

795,111千円の利益）となりました。

業務の種類ごとの経営成績は、次のとおりであります。

a. 国内ソリューション

当業務では、国内子会社において、ゲーム市場向けには、デバッグ、

カスタマーサポート、ローカライズ、海外進出支援に関するサービス提

供を行っております。Tech市場向けには、ソフトウェア第三者検証、環

境構築、サーバー監視、データセンター運営、キッティングに関するサ

ービス提供を行っております。Ｅコマース市場向けには、モニタリン

グ、カスタマーサポートに関するサービス提供を行っております。Ｅコ

マース市場向けサービスでは、主にデータアノテーション（タグ付け）

やQRコード決済に関する業務が拡大いたしました。また、人材定着のた

めのスタッフの正社員化・雇用化、受注拡大に備えた人材採用、拠点統

合整備、ITシステム刷新を進めております。この結果、国内ソリューシ

ョンの売上高は26,925,026千円（前期比5.3％増）となりました。

b. 海外ソリューション

当業務では、在外子会社において、デバッグ、ローカライズ、音声収

録、カスタマーサポート、製品開発サポート、グラフィック開発に関す

るサービスを行っております。円安も寄与し売上が増加いたしました。

また、事業拡大のための幹部人材、営業人材、開発人材の採用、さまざ

まな地域でスタッフを確保するために現地法人設立を推進しておりま

す。この結果、海外ソリューションの売上高は12,949,394千円（前期比

10.6％増）となりました。
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当事業年度の事業の状況、財産及び損益の状況

c. メディア・コンテンツ

当業務では、主に国内子会社において、「IP360°展開」を主軸にアニ

メ制作、ゲームパブリッシング、グラフィック開発、マーケティング支

援、バリアフリー字幕・音声ガイド制作に関するサービスを行っており

ます。当連結会計年度より、株式会社アクアプラスの業績が連結され、

アプリゲーム「うたわれるもの　ロストフラグ」等の売上が寄与してお

ります。ゲーム開発については、他社との共同開発にも取り組んでお

り、出資した製作委員会からのレベニューシェアがありました。また、

株式会社HIKEでは、アニメ制作の受注を推進するとともに、制作能力拡

大のためのスタジオ開設、人材採用・育成投資を進めております。この

結果、メディア・コンテンツの売上高は7,105,719千円（前期比167.6％

増）となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度中において当社グループが実施した設備投資の総額は

2,178,148千円であります。

その主なものは、国内ソリューション業務における拠点等整備、業務用

機材等・ソフトウェアの取得1,178,799千円、海外ソリューション業務に

おける拠点等整備、業務用機材等・ソフトウェアの取得836,631千円及び

メディア・コンテンツ業務における拠点等整備、業務用機材等・ソフトウ

ェアの取得156,012千円であります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度中において当社グループが実施した資金調達は、主に当

社における運転資金の短期借入れによる収入2,000,000千円及び短期借入

金の返済による支出500,000千円であります。
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当事業年度の事業の状況、財産及び損益の状況

④ 重要な企業結合等の状況

当社の連結子会社である株式会社CRESTは、2023年２月１日付で当社の

連結子会社である株式会社キュービスト及び株式会社SANETTY Produceを

吸収合併し、株式会社HIKEに商号変更いたしました。

当社の連結子会社であるPTWジャパン株式会社は、2023年７月１日付で

当社の連結子会社である株式会社デルファイサウンドを吸収合併いたしま

した。

当社の連結子会社であるPTW Canada Solutions, Inc.は、2023年10月11

日付でVibe Avenue Inc.の発行済株式の100％を取得し、連結子会社とい

たしました。

当社の連結子会社である株式会社HIKEは、2024年１月19日付で株式会社

しいたけデジタルの発行済株式の100％を取得し、連結子会社といたしま

した。

区 分
2021年１月期 2022年１月期 2023年１月期 2024年１月期

(当連結会計年度)

売 上 高(百万円) 26,729 34,252 39,929 46,980

経 常 利 益(百万円) 3,595 3,331 2,689 509

親会社株主に
帰属する当期
純 利 益
（△は損失）

(百万円) 2,119 2,219 795 △1,967

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益
（△は損失）

(円) 55.99 58.59 21.18 △54.57

総 資 産(百万円) 20,389 22,581 27,459 24,436

純 資 産(百万円) 15,675 17,624 17,693 13,441

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 413.64 466.60 473.76 379.97

(2) 財産及び損益の状況

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を2023年１月

期の期首から適用しており、2023年１月期以降の金額については、当該会計基準等を適用

した後の指標等となっております
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対処すべき課題

(3) 対処すべき課題

① 成長投資

成長投資につきましては、営業キャッシュ・フローを創出しながら、負

債と資本をバランスよく事業投下し、継続的な成長投資を優先することを

基本方針としております。

当社グループの「サービス・ライフサイクルソリューション事業」は、

サービスやプロダクトのライフサイクルの企画、開発、リリース、運用、

改善の工程において、品質コンサルティング、ゲームデバッグ、ソフトウ

ェア第三者検証、環境構築・移行サポート、モニタリング、カスタマーサ

ポート、不正対策、BPRサポート等を提供するもので、国内ソリューショ

ン、海外ソリューション、メディア・コンテンツの３つの業務からなりま

す。当事業は、顧客が求めるサービスを全方位で提供するために、国内ソ

リューション、海外ソリューション、メディア・コンテンツが連携し、そ

の連携が事業拡大サイクルを作り出します。

したがって、主力事業である国内ソリューションと海外ソリューショ

ン、そして新規事業であるメディア・コンテンツの両軸へ投資することに

より、成長を加速させてまいります。特にメディア・コンテンツの業務

は、IP（知的財産）をアニメ、ゲーム、音楽、舞台・演劇、アパレル及び

メタバース等へ展開する「IP360°展開」を主軸にアニメ制作やゲーム等

のグラフィック制作も受注しております。当業務においては、アニメやグ

ラフィック制作の受注能力拡大、IPの展開を音楽や舞台・演劇等の分野へ

拡大するための投資を行い、事業拡大を進めてまいります。

「工程」、「地域」、「分野」それぞれで成長戦略を図る「３次元的成

長」の実現に向け、投下資本利益率（ROIC）が資本コスト（WACC）を上回

る投資を実施するとともに、主力事業の着実な成長、新規事業の拡大のた

めにM&Aを積極的に活用してまいります。

② 株主還元

従前は「配当性向25％を目安」としておりましたが、当社のキャッシュ

が積み上がりやすい事業特性、財務状況を踏まえ、今後は安定的な株主還

元の継続を基本方針とし、「純資産配当率（DOE）3％下限」、「総還元性

向30％以上」を目標とし、将来的な株主還元増加に取り組むことといたし

ました。DOEによる下限設定により、各期の利益に左右されない安定的な

配当を実現するとともに、利益に連動した株主還元を実現してまいりま

す。
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対処すべき課題

また、当社グループは、当連結会計年度において有利子負債の活用、自

己株式取得によりネットキャッシュを減少させており、今後も継続して株

主還元に取り組み、企業価値向上を図ってまいります。

③ 社内体制等

当社グループは、グループ内の経営資源を効率的に活用しダウンサイド

シナジーを生み出すとともに、子会社間の連携を促進しクロスセル等のア

ップサイドシナジーを発揮していくことを継続的な課題であると認識して

おります。

当連結会計年度においては、２月に株式会社CREST、株式会社SANETTY 

Produce及び株式会社キュービストが合併しており、７月にPTWジャパン株

式会社及び株式会社デルファイサウンドが合併しております。

引き続き、事業や経営管理強化のための人材獲得、類似サービスや類似

子会社の統合、事業シナジー創出が見込まれるM&Aや資本業務提携にも取

り組んでまいります。

④ 不正の再発防止

2023年７月25日公表の「当社子会社元取締役の不正行為疑惑に関する特

別調査委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおり、当社連結子会社で

ある株式会社HIKEにおきまして、元取締役による不正行為に対し、外部専

門家を中心に構成される特別調査委員会（以下、「当委員会」）を設置し

て調査を進めた結果、2023年９月14日付で当委員会より再発防止策の提言

等を目的とする調査報告書を受領しております。

当社グループは、当委員会からの再発防止策の提言を踏まえ、以下の再

発防止策を実行し、信頼の回復に努めてまいります。

・株式会社HIKEの再発防止策

事業の透明化、購買・調達にかかる内部統制の構築

・当社の再発防止策

親子会社間の管理責任の明確化、内部監査の充実、内部通報制度の充実
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重要な子会社の状況、主要な事業内容、主要な事業所

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

ポールトゥウィン
株 式 会 社

30百万円 100％
デバッグ、カスタマーサポート
ソフトウェア第三者検証
モニタリング　等

(4) 重要な子会社の状況

① 重要な子会社の状況

（注）当社の連結子会社は、上記の重要な子会社を含む計48社であります。

② 当事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

業 務 業 務 内 容

国内ソリューション
（ 国 内 子 会 社 ）

ゲーム市場向け：デバッグ、カスタマーサポート、ローカライ
ズ、海外進出支援
Tech市場向け：ソフトウェア第三者検証、環境構築、サーバー監
視、データセンター運営、キッティング
Ｅコマース市場向け：モニタリング、カスタマーサポート

海外ソリューション
（ 在 外 子 会 社 ）

デバッグ、ローカライズ、音声収録、カスタマーサポート、製品
開発サポート、グラフィック開発

メディア・コンテンツ
（主に国内子会社）

「IP360°展開」を主軸に、アニメ制作、ゲームパブリッシング、
グラフィック開発、マーケティング支援、バリアフリー字幕・音
声ガイド制作

(5) 主要な事業内容（2024年１月31日現在）

当社グループはサービス・ライフサイクルソリューション事業を行ってお

り、顧客のサービスやプロダクトのライフサイクルである企画、開発、リリ

ース、運用、改善の各工程における課題に応じたソリューションサービスを

提供しております。なお、サービス・ライフサイクルソリューション事業

は、以下の３つの業務に区分しております。

(6) 主要な事業所（2024年１月31日現在）

① 当社　東京都新宿区

② 主要な子会社の事業所

ポールトゥウィン株式会社

新宿オフィス　：東京都新宿区

秋葉原センター：東京都千代田区

札幌センター　：北海道札幌市中央区

仙台センター　：宮城県仙台市青葉区

北九州センター：福岡県北九州市小倉北区　ほか
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従業員の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

業 務 従 業 員 数

国 内 ソ リ ュ ー シ ョ ン 1,402（3,252）名

海 外 ソ リ ュ ー シ ョ ン 1,587（1,141）名

メ デ ィ ア ・ コ ン テ ン ツ 296（  109）名

全 社 （ 共 通 ） 7（    4）名

合 計 3,292（4,506）名

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

7（4）名 1名減（-） 48.1歳 5.3年

(7) 従業員の状況（2024年１月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

（注）１. 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員（契約社員、アルバイト等を含む）は（ ）

内に年間の平均人員数を外数で記載しております。

２. 「全社（共通）」の従業員数は、当社の管理部門等の人員数であります。

３. 当社グループは、「サービス・ライフサイクルソリューション事業」の単一セグメン

トであるため、業務区分別の従業員数を記載しております。

② 当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員数であり、臨時従業員（契約社員、アルバイト等を含む）は（ ）内

に年間の平均人員数を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,500,000千円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 2,000,000

(8) 主要な借入先（2024年１月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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株式の状況

① 発行可能株式総数 112,000,000株

② 発行済株式の総数 38,156,000株（自己株式2,795,730株を含む）

③ 株主数 6,506名（前期末比2,962名増）

株 主 名 持 株 数 持株比率

千株 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,743 16.2

本重 光孝 2,668 7.5

松本 公三 2,280 6.4

橘 民義 2,203 6.2

CEP LUX-ORBIS SICAV 2,067 5.8

ジェーピー モルガン チェース バンク385632 1,522 4.3

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,226 3.5

橘 鉄平 1,214 3.4

合同会社ミツタカ 1,200 3.4

津田 哲治 693 2.0

株 式 数 交 付 対 象 者 数

取締役（社外取締役を除く） 16,000株 3名

２. 会社の現況

(1) 株式の状況（2024年１月31日現在）

（注）自己株式の取得により自己株式が1,981,900株増加しており、自己株式の処分

により自己株式が16,000株減少しております。

④ 大株主

（注）１．当社は、自己株式2,795千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外して

おります。

２．持株比率は自己株式を除外して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「２．(3)④当事業年度に係る取締

役の報酬等」に記載しております。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

(2) 新株予約権等の状況

①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況（2024年１月31日現在）

該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

該当事項はありません。

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 橘 　 民 義
PTW International Holdings Limited
Director

代 表 取 締 役 社 長 橘 　 鉄 平

ポールトゥウィン株式会社 代表取締役
CEO
PTW International Holdings Limited
Chairman

取 締 役 津 田 哲 治 ポールトゥウィン株式会社 取締役

取 締 役 山 内 城 治
当社 管理部部長
ポールトゥウィン株式会社 取締役CFO

取 締 役 松 本 公 三
POLE TO WIN VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
代表取締役社長

取 締 役 本 重 光 孝

取 締 役 デボラ・カーカム
PTW International Holdings Limited
CEO

取 締 役 筒 井 俊 光 ジーピーシー株式会社 代表取締役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

齊 藤 　 肇 社会福祉法人じりつ 理事

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

白 井 久 明 弁護士（京橋法律事務所）

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

堤 　 正 晴 株式会社元町ツツミ 代表取締役社長

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

岡 本 英 明 Modern Metrology Solutions 代表

(3) 会社役員の状況

① 取締役の状況（2024年１月31日現在）

（注）１. 取締役筒井俊光氏、取締役（監査等委員）齊藤肇氏、取締役（監査等委員）白井久明

氏、取締役（監査等委員）堤正晴氏及び取締役（監査等委員）岡本英明氏は社外取締

役であります。

２. 当社は取締役筒井俊光氏、取締役（監査等委員）齊藤肇氏、取締役（監査等委員）白井

久明氏、取締役（監査等委員）堤正晴氏及び取締役（監査等委員）岡本英明氏を東京

証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

３. 当社は常勤の監査等委員を選定しておりませんが、監査の実効性を高め、監査・監督

機能を強化するために、従業員１名を監査等委員会の事務局に選定し、監査等委員会

の運営や情報収集のサポートに努めております。

② 責任限定契約の内容の概要

当社と監査等委員でない社外取締役１名及び監査等委員である取締役４

名は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定め

る額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約

を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償請求

に起因する損害を当該保険契約により補填することとしており、被保険者

は保険料を負担しておりません。

当該保険契約の被保険者は監査等委員を含む取締役であります。

④ 当事業年度に係る取締役の報酬等

イ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の取締役報酬（監査等委員である取締役を除く。）は、株主総会

で決定された報酬限度額の範囲内で、当社を頂点とする企業集団内にお

ける役位、職責、職務執行割合と経営環境を総合的に勘案して決定する

旨の基本方針を2021年12月21日開催の当社取締役会において決議してお

ります。取締役報酬の決定の際、取締役会は指名・報酬委員会に意見を

聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意

見聴取の内容に従って取締役報酬の原案を作成しております。また、作

成した原案について指名・報酬委員会の同意を得た上で取締役報酬を決

定しております。個別の金銭報酬の額は、毎月一定の時期に支払われる

固定報酬のみで構成しております。

上記報酬とは別に譲渡制限付株式を付与する場合、取締役会は指名・

報酬委員会に意見を聴取した上で、株主総会で定めた限度額の範囲内で

予算達成度合い等を基に原案を作成し、原案について指名・報酬委員会

の同意を得た上で、取締役会で割当株式数を決議することとしておりま

す。なお、譲渡制限付株式を付与する場合は、年に一度５月を目途に実

施するものとしております。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

取締役会は指名・報酬委員会に意見を聴取し、取締役会決議に基づき

一任を受けた社長は、当該意見聴取の内容に従って取締役報酬の原案を

作成しており、また、作成した原案について指名・報酬委員会の同意を

得た上で取締役報酬を決定していることから、取締役会はその内容が決

定方針に沿うものであると判断しております。

ロ. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2022年４月21日開催の第13回定時株主総会に

おいて、取締役（監査等委員である取締役を除く。）について年額

1,000,000千円以内、取締役（監査等委員）について年額100,000千円以

内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委

員である取締役を除く。）の員数は７名、取締役（監査等委員）の員数

は４名であります。

また、上記の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために支給

する金銭報酬の総額は、2019年４月25日開催の第10回定時株主総会にお

いて、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）につ

いて年額100,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結

時点の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の員

数は７名であります。

ハ. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長橘鉄平に取締役（監査等

委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額の具体的内容の決定権限

を委任しております。権限を委任した理由は、取締役報酬の決定の際、

取締役会は指名・報酬委員会に意見を聴取し、取締役会決議に基づき一

任を受けた社長は、当該意見聴取の内容に従って取締役報酬の原案を作

成しており、また、作成した原案について指名・報酬委員会の同意を得

た上で取締役報酬を決定していることから、取締役会はその内容が決定

方針に沿うものであると判断しているためであります。

また、取締役（監査等委員）の個人別の報酬額の具体的内容について

は、取締役（監査等委員）の協議により決定しております。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

役員区分
報酬等の
総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）

基本報酬
譲渡制限付
株式報酬

非金銭
報酬等

取締役（監査等委員を除く）

（うち社外取締役）

596,040

(4,000)

580,360

(4,000)

15,680

(－)

－

(－)

7

(1)

取締役（監査等委員）

（うち社外取締役）

18,000

(18,000)

18,000

(18,000)

－

(－)

－

(－)

4

(4)

ニ. 取締役の報酬等の総額等

（注）１. 上記以外の取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）１名は無報酬であります。な

お、当該１名には当社子会社からの役員報酬として72,093千円を支給しております。

２．上記のほか、取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）１名に当社子会社からの役

員報酬として3,132千円を支給しております。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役筒井俊光氏は、ジーピーシー株式会社の代表取締役であり

ます。ジーピーシー株式会社と当社との間には特別な関係はありませ

ん。

・社外取締役齊藤肇氏は、社会福祉法人じりつの理事であります。社会

福祉法人じりつと当社との間には特別な関係はありません。

・社外取締役白井久明氏は、京橋法律事務所の弁護士であります。京橋

法律事務所と当社との間には特別な関係はありません。

・社外取締役堤正晴氏は、株式会社元町ツツミの代表取締役社長であり

ます。株式会社元町ツツミと当社との間には特別な関係はありませ

ん。

・社外取締役岡本英明氏はModern Metrology Solutionsの代表でありま

す。Modern Metrology Solutionsと当社との間には特別な関係はあり

ません。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び
期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 筒 井 俊 光

同氏は取締役就任後に開催された取締役会13回すべてに出席

し、企業経営やベンチャー投資の経験に基づく見識に基づき意

見を述べるなど、独立の立場から取締役会の意思決定の妥当

性、適正性を確保するための助言を行うという社外取締役に期

待される役割を果たしております。

取締役(監査等委員) 齊 藤 　 肇

同氏は当事業年度に開催された取締役会17回すべて、監査等

委員会13回すべてに出席しました。国内外における企業経営の

経験に基づく視点により意見を述べるなど、独立の立場から取

締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言を行

うという社外取締役に期待される役割を果たしております。

取締役(監査等委員) 白 井 久 明

同氏は当事業年度に開催された取締役会17回すべて、監査等

委員会13回すべてに出席しました。企業法務に精通した弁護士

として、また、企業経営の経験に基づく視点により意見を述べ

るなど、独立の立場から取締役会の意思決定の妥当性、適正性

を確保するための助言を行うという社外取締役に期待される役

割を果たしております。

取締役(監査等委員) 堤 　 正 晴

同氏は当事業年度に開催された取締役会17回すべて、監査等

委員会13回すべてに出席しました。豊富な海外勤務経験に基づ

く視点により意見を述べるなど、独立の立場から取締役会の意

思決定の妥当性、適正性を確保するための助言を行うという社

外取締役に期待される役割を果たしております。

取締役(監査等委員) 岡 本 英 明

同氏は当事業年度に開催された取締役会17回すべて、監査等

委員会13回すべてに出席しました。企業経営や技術研究の経験

に基づく視点により意見を述べるなど、独立の立場から取締役

会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言を行うと

いう社外取締役に期待される役割を果たしております。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 50,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

50,000千円

(4) 会計監査人の状況

① 名称　　EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

２．上記の報酬等の額以外に、当事業年度に係る追加報酬21,500千円があります。

③ 会計監査人の報酬等の額について監査等委員会が同意した理由

監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関

する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務

遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査

人の報酬等につき、会社法第399条第３項が準用する同条第１項の同意を

行っております。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不

再任に関する議案の内容を決定いたします。

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目

に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監

査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員

は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任し

た旨と解任の理由を報告いたします。
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2024/03/28 12:23:40 / 23064198_ポールトゥウィンホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

業務の適正を確保するための体制

(5) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

①　当社及びグループ会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定

款に適合することを確保するための体制

イ. コーポレート・ガバナンス

(ⅰ) 取締役及び取締役会

取締役会は、法令及び定款に則り、経営の重要事項を決定し、取締

役の業務執行を監督する。

当社の取締役は、原則として月１回の定例取締役会を開催し、緊急

議案発生の場合にはすみやかに臨時取締役会を開催し、迅速な経営判

断ができる体制を構築する。また、グループ会社においても、取締役

等は、原則として月１回の定例取締役会又はこれに準ずる重要会議を

開催し、緊急議案発生の場合にはすみやかに臨時取締役会又はこれに

準ずる重要会議を開催し、迅速な経営判断ができる体制を構築する。

(ⅱ) 監査等委員及び監査等委員会

監査等委員は、法令の定める権限を行使するとともに、会計監査人

及び内部監査室と連携して、「監査等委員会規則」及び「監査等委員

会監査基準」に則り、取締役の子会社管理を含む職務執行について監

査を実施する。監査等委員会は、原則として月１回開催し、必要ある

場合は随時開催する。

ロ. コンプライアンス

(ⅰ) コンプライアンス体制

当社及びグループ会社の取締役等及び従業員がコンプライアンスに

則った企業活動を実践するため、グループ共通の「法令等遵守規程」

を定め、その目的達成のため諸施策を講ずる。

(ⅱ) 公益通報制度

コンプライアンス上問題のある行為を知った場合に備え、「グルー

プ内部通報規程」を定め、当社及びグループ会社においてコンプライ

アンスの相談・通報等の受付窓口として、「コンプライアンス・ヘル

プライン」を設置する。
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業務の適正を確保するための体制

ハ. 内部監査

当社及びグループ会社の取締役等及び従業員の職務執行の妥当性及び

コンプライアンスの状況について調査するため、代表取締役社長直轄の

組織として内部監査室を設置し、内部監査に関する基本的事項を「内部

監査規程」に定め、内部監査室及び必要に応じて代表取締役社長に任命

された監査担当者が、当社及びグループ会社において内部監査を統轄

し、実施する。内部監査室の責任者は監査終了後に内部監査報告書を作

成し、代表取締役社長に提出するものとする。

ニ. 指名・報酬委員会

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解

任や取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項について審議し、取締

役会に対して助言・提言を行う。

ホ. サステナビリティ委員会

サステナビリティ委員会は、取締役会の下で当社及びグループ会社全

体のサステナビリティに関する基本方針を策定し、重要課題を把握する

とともに各課題について当社グループ全体としてサステナビリティに関

する取り組みの推進を行う。

ヘ. 反社会的勢力対策

社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係は、法令等違反

に繋がるものと認識し、その対応として当社及びグループ会社共通の

「反社会的勢力対策規程」を定め、反社会的勢力との関係を遮断する。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ. 情報の保存及び管理

当社は、「文書管理規程」を定め、取締役及び従業員の職務の執行に

係る情報の保存及び管理を行う。

ロ. 情報の閲覧

当社の取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

③　当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ. リスク管理体制

当社及びグループ会社共通の「リスク管理規程」に基づき、当社の取

締役会にて事業上のリスクを全社及び業務単位で検討・管理する。ま

た、グループ会社においても、取締役会又はこれに準ずる重要会議にお

いてリスクを把握する体制を構築し、リスクに対しては当社グループと

して対応策の検討を機動的に行うものとする。
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業務の適正を確保するための体制

ロ. 決裁制度

各部門の長がその分掌業務の執行にあたり「職務分掌規程」及び「職

務権限規程」に基づき決裁取得を必要とする事項については、個別に申

請のうえ決裁を取得する。また必要に応じ経過報告を行い、完了後は完

了報告を行う。

ハ. 大災害発生時の体制

大地震などの突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である場

合は、当社及びグループ会社共通の「危機管理規程」に基づき、代表取

締役社長を本部長とする対策本部を設置し、すみやかに措置を講ずる。

④　当社及びグループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われること

を確保するための体制

経営方針、経営戦略及び経営計画

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、経営方

針、経営戦略及び経営計画等の当社の全取締役及び従業員が共有する目

標を定め、取締役はその経営目標が予定どおり進捗しているか取締役会

において定期的に報告を行う。また、当社グループ横断の経営会議にお

いて、グループ役員間の情報共有及び議論を行う。

⑤　企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ. グループ会社管理体制

当社とグループ会社の相互の利益と発展を目的とし、「関係会社管理

規程」を定める。当社管理部部長は、グループ会社の経営状況と財務状

況を常に把握し、取締役会に報告する。また、経営上の重要事項はグル

ープ会社で決定する前に報告を受け、取締役会に報告するとともに必要

な助言と指導を行う。

ロ. 財務報告及び資産保全の適正性確保のための体制整備

当社グループは、連結財務諸表等の財務報告について、信頼性を確保

するためのシステム及び継続的にモニタリングするために必要な体制及

び当社グループ各社が有する資産の取得・保管・処分が適正になされる

ために必要な体制を整備する。

ハ. 内部監査

内部監査室は、当社グループ各社に対し内部監査を実施し、代表取締

役社長に報告する。監査等委員及び会計監査人は、独自に当社グループ

各社に対して監査を行うものとする。
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業務の適正を確保するための体制

⑥　監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合に

おける当該従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関

する事項

監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、

当該従業員の選出は監査等委員会において決定し、当該従業員の人事異

動、人事考課等については監査等委員会の同意が必要であるものとする。

監査等委員が補助人に指示した補助業務に関して、取締役の指揮命令は

及ばないものとする。

⑦　当社及びグループ会社の取締役等及び従業員が監査等委員会に報告する

ための体制その他の監査等委員への報告に関する体制

イ. 監査等委員による重要会議への出席

監査等委員は、取締役会に出席し、取締役から、業務執行の状況その

他重要事項の報告を受けるほか、その他重要な会議に出席する。

ロ. 監査等委員による取締役業務の執行確認

監査等委員は、取締役から「取締役業務執行確認書」の提出を受け、

その業務執行の適正性を確認する。

ハ．当社及びグループ会社の取締役等及び内部監査室その他の従業員によ

る監査等委員への報告

当社及びグループ会社の取締役等及び内部監査室その他の従業員は、

監査等委員に対して、法令及び定款違反事項、内部監査室が実施した監

査の結果、公益通報制度における通報の状況を適時に報告する。

また、監査等委員は必要に応じ、いつでも当社及びグループ会社の取

締役等及び内部監査室その他の従業員に報告を求めることができるもの

とし、「グループ内部通報規程」により、監査等委員への報告を行った

当社及びグループ会社の取締役等及び内部監査室その他の従業員に対し

て不利益な取扱いを行うことを禁止する。

⑧　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き

その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に

関する事項

監査等委員は、職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等につ

いて、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除

き、すみやかに当該費用又は債務を処理することができる。
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業務の適正を確保するための体制

⑨　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体

制

イ. 内部監査室、会計監査人及び当社グループ監査役との連携

監査等委員は、内部監査室及び会計監査人より、それぞれ監査計画を

事前に受領するとともに、定例会議を開催し、監査方針及び監査結果報

告に係る意見交換を行う。

監査等委員は、当社グループ監査役と連携し、当社グループ各社にお

ける業務執行に関する意見を徴する。また、グループ経営に係る相互情

報交換を行うために会合の場を設けることができる。

ロ. 外部専門家の起用

監査等委員が必要と認める場合は、弁護士、公認会計士その他の外部

アドバイザーを任用することができる。

(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

内部統制システムの整備及び運用状況について継続的に調査を実施してお

り、取締役会にその内容を報告しております。また、調査の結果判明した問

題点につきましては、是正措置を行い、より適切な内部統制システムの構

築・運用に努めております。
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連結貸借対照表

（2024年１月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ ェ ア

無 形 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

　

17,223,499

7,843,562

6,448,144

9,000

821,129

2,135,561

△33,899

7,212,922

2,365,699

1,452,606

44,211

819,979

48,902

2,324,568

1,064,982

520,587

735,000

3,997

2,522,654

624,036

1,166,062

464,159

622,625

△354,229

　

（負　債　の　部）

流 動 負 債 10,072,568

短 期 借 入 金 4,505,970

１年内返済予定の長期借入金 248,227

未 払 金 2,912,845

未 払 費 用 545,172

未 払 法 人 税 等 521,845

賞 与 引 当 金 28,629

そ の 他 1,309,878

固 定 負 債 922,586

長 期 借 入 金 240,666

退職給付に係る負債 153,553

繰 延 税 金 負 債 328,281

そ の 他 200,085

負 債 合 計 10,995,154

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 12,751,700

資 本 金 1,239,064

資 本 剰 余 金 2,183,442

利 益 剰 余 金 11,881,453

自 己 株 式 △2,552,259

その他の包括利益累計額 684,133

その他有価証券評価差額金 △28,957

為替換算調整勘定 713,091

非 支 配 株 主 持 分 5,434

純 資 産 合 計 13,441,267

資 産 合 計 24,436,422 負 債 純 資 産 合 計 24,436,422

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

( 2023年２月１日から
2024年１月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 46,980,139

売 上 原 価 36,251,485

売 上 総 利 益 10,728,654

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,324,172

営 業 利 益 404,482

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7,009

為 替 差 益 42,405

助 成 金 収 入 53,086

債 務 勘 定 整 理 益 8,410

そ の 他 64,014 174,926

営 業 外 費 用

支 払 利 息 12,823

投 資 有 価 証 券 運 用 損 12,451

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 20,000

自 己 株 式 取 得 費 用 4,955

そ の 他 19,870 70,101

経 常 利 益 509,308

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 27,429 27,429

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 10,015

投 資 有 価 証 券 評 価 損 692,151

固 定 資 産 売 却 損 1,805

減 損 損 失 987,807 1,691,780

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 1,155,043

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 848,447

法 人 税 等 調 整 額 △31,661 816,785

当 期 純 損 失 1,971,828

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 4,036

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 1,967,791

連 結 損 益 計 算 書
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貸借対照表

（2024年１月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

関 係 会 社 売 掛 金

前 払 費 用

関係会社短期貸付金

未収還付法人税等

関係会社未収入金

関 係 会 社 立 替 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金

　

2,345,957

1,091,293

119,603

71,507

251,963

635,200

174,885

799

635

20,069

△20,000

7,566,252

80,017

63,544

16,473

5,733

5,733

7,480,501

504,957

2,899,666

5,324,851

158,884

92,141

△1,499,999

　

（負　債　の　部）

流 動 負 債 6,594,774

短 期 借 入 金 4,500,000

関係会社短期借入金 2,000,000

未 払 金 15,749

関 係 会 社 未 払 金 418

関係会社未払費用 5,041

未 払 消 費 税 等 48,257

預 り 金 25,308

負 債 合 計 6,594,774

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 3,317,328

資 本 金 1,239,064

資 本 剰 余 金 3,891,080

資 本 準 備 金 1,201,564

その他資本剰余金 2,689,515

利 益 剰 余 金 739,443

その他利益剰余金 739,443

繰越利益剰余金 739,443

自 己 株 式 △2,552,259

評価・換算差額等 107

その他有価証券評価差額金 107

純 資 産 合 計 3,317,436

資 産 合 計 9,912,210 負 債 純 資 産 合 計 9,912,210

貸　借　対　照　表
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損益計算書

( 2023年２月１日から
2024年１月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益 2,674,643

営 業 費 用 1,348,806

営 業 利 益 1,325,836

営 業 外 収 益

受 取 利 息 50,606

為 替 差 益 174,596

関 係 会 社 受 取 賃 貸 料 111,267

そ の 他 10,920 347,391

営 業 外 費 用

支 払 利 息 27,328

賃 貸 費 用 111,147

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 360,260

そ の 他 21,653 520,391

経 常 利 益 1,152,837

特 別 利 益

現 物 配 当 差 益 181,287 181,287

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 550,321

関 係 会 社 株 式 評 価 損 259,059 809,380

税 引 前 当 期 純 利 益 524,743

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 60,401

法 人 税 等 調 整 額 △58,900 1,501

当 期 純 利 益 523,241

損　益　計　算　書
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2024年３月26日

ポールトゥウィンホールディングス株式会社

取 締 役 会　御 中

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 林 　 一 樹

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 玉　木　祐一朗

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所

　

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ポールトゥウィンホ

ールディングス株式会社の2023年２月１日から2024年１月31日までの連結会

計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結

株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、ポールトゥウィンホールディングス

株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の

財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと

認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計

算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我

が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判

断している。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容

は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する

ものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通

読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法

人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ

と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆

候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連

結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性

があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ

るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でな

い場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら

れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな

くなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注

記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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連結計算書類に係る会計監査報告

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財

務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算

書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、

単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを

適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2024年３月26日

ポールトゥウィンホールディングス株式会社

取 締 役 会　御 中

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 林 　 一 樹

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 玉　木　祐一朗

EY新日本有限責任監査法人

東　京　事　務　所

　

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ポールトゥウ

ィンホールディングス株式会社の2023年２月１日から2024年１月31日までの

第15期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」と

いう。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び

損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書

類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は

含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも

のではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が

監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ

るかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ

た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である

かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる

かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ

と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合

は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる

可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記

事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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計算書類に係る会計監査報告

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを

適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2023年２月１日から2024年１月31日までの第15期事業年度にお

ける取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとお

り報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する

取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ

ム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報

告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査

を実施いたしました。

①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務

の分担等に従い、会社の内部監査室と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及

び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を

求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産

の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査

役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受

けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正

に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事

項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備してい

る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書

類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附

属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等

変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告

－ 38 －



2024/03/28 12:23:40 / 23064198_ポールトゥウィンホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

監査等委員会の監査報告

監査等委員 齊 藤 　 肇 ㊞

監査等委員 白 井 久 明 ㊞

監査等委員 堤 　 正 晴 ㊞

監査等委員 岡 本 英 明 ㊞

２. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示

しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大

な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。ま

た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行

についても、指摘すべき事項はありません。なお、事業報告に記載のとおり当社

の連結子会社において元代表取締役による不正行為が発覚し、当該事象に対して

当社は特別調査委員会による再発防止策の提言を受け、具体的な再発防止を策定

するとともに、その運用を開始しております。監査等委員会としては、再発防止

策の実施状況を監視し検証してまいります。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認

めます。

2024年３月26日

ポールトゥウィンホールディングス株式会社

監査等委員会

(注）監査等委員齊藤肇、白井久明、堤正晴及び岡本英明は、会社法第２条第15号及び

第331条第６項に規定する社外取締役であります。
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第１号議案 剰余金処分議案

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として認識しており、成長

性を維持するための将来における事業展開に必要な内部留保と、当社グループ

の財政状態等を総合的に勘案して、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金16円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は565,764,320円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年４月26日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役（監査等委員除く）選任議案

候補者
番 号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

１

再任

たちばな

橘
 

　
 

　
 

　
たみ

民
 

　
 

　
よし

義
(1951年２月４日生)

性別：男性

1997年10月 ポールトゥウィン株式会社

取締役

1998年３月 同社 代表取締役会長

2009年２月 当社 代表取締役会長（現任）

2010年４月 ポールトゥウィン株式会社

取締役会長

2013年４月 同社 代表取締役会長

2016年１月 PTW International Holdings

Limited Director（現任）

2,203,200株

（取締役候補者とした理由）

橘民義氏は、当社グループ創業以来の事業の推進者であります。デバッグアウトソ
ーシングサービスの将来性に着目し、強いリーダーシップで経営の指揮を執り、事業
の拡大に寄与してまいりました。

今後においても、当社グループ全般に係る意思の決定と適切な経営の監督により、
当社グループの発展への寄与が期待されることから、引き続き取締役として選任をお
願いするものであります。

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除

く。以下、本議案において同じ。）８名全員は任期満了となります。つきまし

ては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与するガバナンス体

制を整えるため１名を増員し、社外取締役候補者２名を含む取締役９名の選任

をお願いいたしたいと存じます。

なお、取締役候補者の選任にあたっては、指名・報酬委員会の答申を経てお

ります。また、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされま

したが、特段指摘すべき点はございませんでした。

取締役候補者は、次のとおりであります。
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第２号議案 取締役（監査等委員除く）選任議案

候補者
番 号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

２

再任

たちばな

橘
 

　
 

　
 

　
てっ

鉄
 

　
 

　
ぺい

平

(1974年９月22日生)

性別：男性

2004年３月 ポールトゥウィン株式会社 入社

2007年８月 同社 執行役員

2008年８月 同社 取締役

2010年４月 当社 取締役

2016年１月 PTW International Holdings

Limited CEO

2018年２月 当社 代表取締役社長（現任）

2019年１月 PTW International Holdings

Limited Chairman（現任）

2021年10月 ポールトゥウィン株式会社
取締役

2022年２月 同社 代表取締役CEO（現任）

1,214,400株

（取締役候補者とした理由）
橘鉄平氏は、海外子会社グループの事業運営体制の構築に大きな貢献を果たした実

績があり、現在は海外ソリューション業務を展開するPTW International Holdings 
LimitedのChairmanを兼任しております。

また、2018年２月１日には当社代表取締役社長に就任し、そして、2022年２月には
国内ソリューション業務を展開するポールトゥウィン株式会社の代表取締役CEOに就
任いたしました。今後においても、当社グループ全体の牽引役となることが期待され
ることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

３

再任

つ

津
 

　
 

　
だ

田
 

　
 

　
てつ

哲
 

　
 

　
じ

治

(1973年６月22日生)
性別：男性

1996年４月 株式会社金馬車（現 株式会社

アンダーツリー東京） 入社

1999年３月 エヌアイシ・オートテック

株式会社 入社

2001年10月 ポールトゥウィン株式会社 入社

2002年10月 同社 統括マネージャー

2003年10月 同社 執行役員

2005年12月 同社 代表取締役社長

2010年４月 当社 取締役（現任）

2016年１月 PTW International Holdings

Limited Director

2020年２月 ポールトゥウィン株式会社

取締役会長

2022年２月 同社 取締役（現任）

693,600株

（取締役候補者とした理由）
津田哲治氏は、デバッグ・検証事業の主要事業会社であるポールトゥウィン株式会

社の取締役社長、会長を歴任し、日本初のデバッグアウトソーシング提供会社のサー
ビス確立とともに、同社の経営基盤強化に大きな貢献を果たした実績があります。

今後においても、国内ソリューション業務の牽引役を期待されることから、引き続
き取締役として選任をお願いするものであります。
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第２号議案 取締役（監査等委員除く）選任議案

候補者
番 号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

４

再任

やま

山
 

　
 

　
うち

内
 

　
 

　
じょう

城
 

 
 

　
じ

治

(1973年５月26日生)
性別：男性

1996年４月 札幌信用金庫

（現 北海道信用金庫） 入庫

1999年７月 株式会社教育総研（現 株式会社

ワオ・コーポレーション） 入社

2001年３月 株式会社ハドソン 入社

2004年１月 アットネットホーム株式会社

（現 株式会社ジュピター

テレコム） 入社

2005年２月 株式会社ホンダコムテック 入社

2005年８月 ピットクルー株式会社 入社

2008年12月 同社 取締役

2009年12月 当社 管理部部長（現任）

2010年４月 当社 取締役（現任）

2016年９月 ピットクルー株式会社

代表取締役社長

2020年２月 同社 代表取締役会長

2021年10月 ポールトゥウィン株式会社
取締役

2022年２月 同社 取締役CFO（現任）

23,520株

（取締役候補者とした理由）
山内城治氏は、当社の管理部担当役員として財務・IR業務に携わり、経営管理体制

の維持・強化に大きな貢献を果たし、また、ネットサポート事業の主要事業会社であ
るピットクルー株式会社の代表取締役社長、会長を歴任し、同社の経営基盤強化にも
尽力いたしました。

今後においても、当社管理部門を管掌し、国内ソリューション業務の牽引役を期待
されることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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第２号議案 取締役（監査等委員除く）選任議案

候補者
番 号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

５

再任

まつ

松
 

　
 

　
もと

本
 

　
 

　
こう

公
 

　
 

　
ぞう

三

(1965年８月４日生)
性別：男性

1994年１月 有限会社ポールトゥウィン

（現 ポールトゥウィン

株式会社） 取締役

1997年10月 ポールトゥウィン株式会社

代表取締役

2000年１月 有限会社ピットクルー 取締役

2001年１月 ピットクルー株式会社

代表取締役

2008年９月 同社 取締役会長

2009年９月 ポールトゥウィン株式会社

取締役

2010年２月 ピットクルー株式会社

取締役副社長

2013年１月 ピットクルー・コアオプス

株式会社 代表取締役社長

2013年４月 当社 取締役（現任）

2016年９月 ピットクルー株式会社 取締役

2018年９月 POLE TO WIN VIET NAM

JOINT STOCK COMPANY

代表取締役社長（現任）

2,280,680株

（取締役候補者とした理由）
松本公三氏は、当社グループ創業以来の事業の推進者であります。当社グループの

主要サービスであるデバッグ・検証やネットサポートサービスの立ち上げに携わり、
当社グループの事業基盤の確立、拡大に寄与してまいりました。

今後においては、当社グループ間におけるシナジー強化、新規ビジネス開発への貢
献が期待されることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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第２号議案 取締役（監査等委員除く）選任議案

候補者
番 号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

６

再任

もと

本
 

　
 

　
しげ

重
 

　
 

　
みつ

光
 

　
 

　
たか

孝

(1951年１月10日生)
性別：男性

1984年９月 株式会社ハドソン 入社

1992年３月 同社 取締役

1998年６月 株式会社招布へ出向

代表取締役専務

1999年４月 株式会社ハドソン 執行役員

2004年12月 ポールトゥウィン株式会社

取締役

2004年12月 ピットクルー株式会社

代表取締役

2005年12月 同社 取締役

2008年８月 ポールトゥウィン株式会社

代表取締役副会長

2009年２月 当社 取締役（現任）

2,668,800株

（取締役候補者とした理由）
本重光孝氏は、当社グループ創業以来の事業の推進者であります。ゲーム業界で経

営に携わった経験から、アウトソーシングサービスの将来性を見越して、デバッグ・
検証、ネットサポートを当社グループの主要サービスとして確立させることに寄与し
てまいりました。
同氏が培った見識や人脈は、今後においても、当社グループの事業展開に有益であ

ることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

７

再任

デボラ・カーカム

(1971年３月２日生)
性別：女性

2008年２月 LucasArts Entertainment

Company, Inc. 入社

2009年５月 Bandai Namco Games America,

Inc. 入社

2010年７月 e4e, Inc. Interactive

Entertainment President

2012年10月 PTW America, Inc. COO

2016年１月 PTW International Holdings

Limited COO

2019年１月 同社 CEO（現任）

2019年４月 当社 取締役（現任）

－株

（取締役候補者とした理由）
デボラ・カーカム氏は、海外ゲーム業界での経営経験が豊富であり、当社の海外子

会社グループの事業運営体制の構築に大きな貢献を果たしています。2019年よりPTW 
International Holdings LimitedのCEOを務めており、世界の多数の国々で同社の着
実な成長と収益性の向上を牽引しています。

同氏は担当役員として、この実績をさらに拡大し、グループの海外子会社全体で新
たな収益源を育成することが期待されることから、引き続き取締役として選任をお願
いするものであります。
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第２号議案 取締役（監査等委員除く）選任議案

候補者
番 号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

８

再任 社外 独立

つつ

筒
 

　
 

　
い

井
 

　
 

　
とし

俊
 

　
 

　
みつ

光

(1974年12月25日生)
性別：男性

1997年４月 東洋信託銀行株式会社（現 三菱
UFJ信託銀行株式会社）入行

2001年４月 日本ベンチャーキャピタル株式
会社 入社

2008年11月 株式会社ネプロジャパン（現 株
式会社エヌジェイホールディン
グス） 入社

2010年６月 同社 取締役常務執行役員経営管
理本部長

2012年12月 同社 代表取締役社長

2023年１月 ジーピーシー株式会社 代表取締
役（現任）

2023年４月 当社社外取締役（現任）

－株

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
筒井俊光氏は、上場企業の代表をはじめ、複数の企業の経営経験とともに証券アナ

リスト資格及びベンチャー投資の経験も有しております。
同氏の豊富な経験に基づく見識及びバックグラウンドは、当社取締役会に更なる多

様性をもたらし、取締役会の監督機能の強化及び健全なリスクテイクを通じた企業価
値向上に資するものと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであ
ります。

９

新任 社外 独立

こ

小
 

　
 

　
ばやし

林
 

　
 

　
 

　
むつみ

睦

(1979年８月７日生)
性別：女性

2006年11月 有限会社ビズスタイル（現 株式
会社デジタルアイデンティテ
ィ） 入社

2017年10月 同社 執行役員

2018年10月 同社 取締役（現任）

2022年３月 株式会社ピース 取締役（現任）

－株

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
小林睦氏は、デジタルマーケティング企業のSEO事業統括等を経て、上場企業子会

社の取締役として企業経営に携わっている他、M&A検討時におけるデューデリジェン
スやM&A後のPMIについても豊富な経験と高い見識を有しております。
同氏より、豊富な経験に基づき有益かつ多様な視点で意見を頂くことは、当社取締

役会の監督機能の強化及び企業価値向上に資するものと判断し、同氏を社外取締役と
して選任をお願いするものであります。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．筒井俊光氏及び小林睦氏は、社外取締役候補者であります。
３．小林睦氏の戸籍上の氏名は、高橋睦であります。
４．当社は社外取締役の独立性を確保するため、東京証券取引所が定める

基準に加え、当社独自に社外取締役の独立性基準を定めております。
（54～55ページに記載のとおりです）筒井俊光氏及び小林睦氏の各氏
は、これらの基準を満たしております。

５．筒井俊光氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役とし
ての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって１年となります。
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第２号議案 取締役（監査等委員除く）選任議案

６．当社は、筒井俊光氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の損害賠償責任を法令の定める最低責任限度
額を上限とする契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認さ
れた場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、小林
睦氏の選任が承認された場合、同氏との間で同内容の契約を締結する
予定であります。

７．当社は、筒井俊光氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引
き続き独立役員として届け出る予定であります。また、小林睦氏の選
任が承認された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員
として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

８．当社は、取締役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規
定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者
が負担することになる損害賠償請求に起因する損害を当該保険契約に
より補填することとしております。各候補者の選任が承認され取締役
に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該
保険契約を更新する予定であります。
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第３号議案 監査等委員である取締役選任議案

候補者
番 号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

１

再任 社外 独立

しら

白　　
い

井　　
ひさ

久　　
あき

明

(1948年７月10日生)
性別：男性

1975年４月 弁護士 登録

1996年７月 白井法律事務所 開設

2007年７月 京橋法律事務所 開設（現任）

2007年７月 IMC JAPAN株式会社 代表取締役

2007年７月 萬邦株式会社 代表取締役

2014年４月 当社 社外監査役

2016年４月 当社 社外取締役（監査等委員）
（現任）

－株

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
白井久明氏は、企業経営の経験を有しており、また、弁護士として企業法務に精通

し、豊富な経験と高い見識を有しております。こうした知識や経験を活かして、当社
取締役会の意思決定や監督等において客観的な立場から意見を頂き、当社取締役会の
実効性強化に貢献頂けるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役として
選任をお願いするものであります。

第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役４名全員は任期

満了となります。つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願い

いたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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第３号議案 監査等委員である取締役選任議案

候補者
番 号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名

（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

２

再任 社外 独立

おか

岡　　
もと

本　　
ひで

英　　
あき

明

(1954年５月２日生)
性別：男性

1979年４月 日本光学工業株式会社

（現 株式会社ニコン） 入社

2000年４月 同社 インストルメンツカンパニ
ー開発統括部第五設計部
ゼネラルマネージャー

2005年６月 同社 インストルメンツカンパニ
ーバイオサイエンス統括部設計
部 ゼネラルマネージャー

2007年４月 同社 インストルメンツカンパニ
ーバイオサイエンス統括部営業
部 ゼネラルマネージャー

2008年６月 同社 インストルメンツカンパニ
ー営業統括部営業部
ゼネラルマネージャー

2013年４月 Nikon Metrology, Inc.
プレジデント

2020年１月 Modern Metrology Solutions
開業（現任）

2020年３月 三井E＆Sシステム技研株式会社 
シニアアドバイザー（現任）

2020年７月 一般財団法人製造科学技術セン
ター 客員研究員

2021年９月 サイバー・フィジカル・エンジ
ニアリング技術研究組合
技術委員会 委員（現任）

2022年４月 当社 社外取締役（監査等委員）
（現任）

1,300株

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
岡本英明氏は、企業経営の経験を有しており、また、技術研究の経験も豊富なこと

から、当社グループの経営に技術者としての視点を取り入れることで取締役会メンバ
ーのバックグラウンドの多様性が増します。その結果、当社の取締役会において多面
的な視点による議論がなされることを期待して、引き続き監査等委員である社外取締
役として選任をお願いするものであります。
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第３号議案 監査等委員である取締役選任議案

候補者
番 号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名

（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

３

新任 社外 独立

みや

宮
 

　
 

　
た

田
 

　
 

　
あき

彰
 

　
 

　
ひこ

彦

(1964年９月21日生)
性別：男性

1988年４月 東京海上火災保険株式会社

（現 東京海上日動火災保険株式
会社） 入社

2006年６月 ダルトン・インベストメンツ株
式会社 執行役員

2008年７月 同社 取締役

2009年７月 株式会社AMA 代表取締役社長
（現任）

2012年５月 株式会社刈田・アンド・カンパ
ニー パートナー

2015年５月 さざれキャピタルマネジメント
株式会社 マネージングディレク
ター（現任）

2017年６月 株式会社エヌジェイホールディ
ングス 社外監査役

2018年６月 同社 社外取締役（現任）

－株

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
宮田彰彦氏は、30年以上にわたり国内株式投資業務に従事しており、投資先事業会

社の経営者と対話を重ね、事業・財務戦略等のアドバイスを提供することで投資先の
企業価値向上を図る「エンゲージメント投資」を実践してきた経験があります。当社
取締役会に同氏の視点を取り入れることで、中長期的な企業価値向上に資する議論が
なされることを期待して、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするもの
であります。

４

新任 社外 独立

し

清
 

　
 

　
みず

水
 

　
 

　
なつ

夏
 

　
 

　
こ

子

(1973年12月28日生)
性別：女性

2005年10月 弁護士 登録

2012年２月 清水直法律事務所より独立し清
水・新垣法律事務所 開設（現
任）

2020年６月 株式会社はるやまホールディン
グス 社外取締役（現任）

2022年３月 株式会社RS　Technologies 社外

取締役（監査等委員）（現任）

2022年12月 ネットスマイル株式会社  社外
取締役（現任）

－株

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
清水夏子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、特に事業再生・M&A分野を

専門としております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与され
た経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と知識を活かして、当社取締役会
の意思決定や監督等において客観的な立場から意見を頂き、当社取締役会の実効性強
化に貢献頂けるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いする
ものであります。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．白井久明氏、岡本英明氏、宮田彰彦氏及び清水夏子氏は、社外取締役

候補者であります。
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第３号議案 監査等委員である取締役選任議案

３．当社は社外取締役の独立性を確保するため、東京証券取引所が定める
基準に加え、当社独自に社外取締役の独立性基準を定めております。
（54～55ページに記載のとおりです）白井久明氏、岡本英明氏、
宮田彰彦氏及び清水夏子氏の各氏は、これらの基準を満たしておりま
す。

４．白井久明氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役とし
ての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって８年となります。

５．岡本英明氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役とし
ての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年となります。

６．当社は、白井久明氏及び岡本英明氏との間で、会社法第427条第１項
の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を法令の定める
最低責任限度額を上限とする契約を締結しております。なお、各氏の
再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定でありま
す。また、宮田彰彦氏及び清水夏子氏の選任が承認された場合、各氏
との間で同内容の契約を締結する予定であります。

７．当社は、白井久明氏及び岡本英明氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、各氏の再任が承認
された場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。ま
た、宮田彰彦氏及び清水夏子氏の選任が承認された場合、各氏を独立
役員として届け出る予定であります。

８．当社は、取締役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規
定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者
が負担することになる損害賠償請求に起因する損害を当該保険契約に
より補填することとしております。各候補者の選任が承認され監査等
委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者とな
り、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

以　上

－ 51 －



2024/03/28 12:23:40 / 23064198_ポールトゥウィンホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

第３号議案 監査等委員である取締役選任議案

氏名

属性 経験・専門性

独立
社外

企業
経営

業界
知見

営業
サービス・

テクノロジー
財務・会計 ガバナンス

グローバル
経営

取　締　役

橘　　民義 ● ● ●

橘　　鉄平 ● ● ●

津田　哲治 ● ●

山内　城治 ● ● ●

松本　公三 ● ● ●

本重　光孝 ● ●

デボラ・
カーカム

● ● ●

筒井　俊光 ○ ● ● ●

小林　　睦 ○ ● ● ●

監査等委員
である取締役

白井　久明 ○ ●

岡本　英明 ○ ● ●

宮田　彰彦 ○ ● ●

清水　夏子 ○ ●

（ご参考）本総会終了後の取締役の経験と専門性（スキルマトリックス）
第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役の主要な

経験・専門性は、次のとおりであります。

（注)１．各取締役に特に期待する経験と専門性を３つまで記載しております。一覧表は各

自が有する全ての知見や経験を表すものではありません。

２．スキル項目の概要については、下表をご参照ください。
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第３号議案 監査等委員である取締役選任議案

スキル項目 スキル項目の概要

企業経営
・一定規模の企業において、代表者又は業務執行取締役として企業経営に

携わった経験があること。

業界知見
・当社グループの事業に関わる業界の経験を有する、又は知見を有するこ

と。

営業

・営業の経験を有し、人脈等を活かして顧客とのパイプを作ることが期待

されること。

・マーケティングに携わった経験を有し、当社グループの事業戦略や方向

性を見通すことが期待されること。

サービス・

テクノロジー

・顧客の顕在化していないニーズに気づき、それを基にした新サービスや

事業の創出が期待されること。

・技術・研究開発のキャリアを持ち、当社グループの新サービスや事業に

ついて、知識と経験に基づいた意見を述べることが期待されること。

財務・会計

・財務・会計に関する専門知識を有し、財務報告の適切性・正確性を確保

する能力を有すること。

・適切なM&A等の成長投資と株主還元を実現するための財務戦略を作成す

る知識と経験を有すること。

ガバナンス

・法務やガバナンス、コンプライアンス等に関する知識を有し、当社グル

ープの事業活動に潜むリスクの発見が期待されること。

・持続的な企業価値向上の基礎であるガバナンス体制の確立に寄与する知

識と経験を有していること。

グローバル経営
・海外で事業展開やマネジメントを行った経験を有し、グローバルな視点

で意思決定に係る意見を述べることが期待されること。
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第３号議案 監査等委員である取締役選任議案

（ご参考）社外取締役の独立性判断基準

当社は、社外取締役候補者について、当社において合理的に可能な範囲で調査

した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有

していると判断する。

１. 当社グループ（注１）の業務執行者（注２）及び過去10年間において当

社グループの業務執行者であった者

２. 当社の大株主（注３）

３. 次のいずれかに該当する会社等の業務執行者

①　当社グループの主要な取引先（注４）

②　当社グループの主要な借入先（注５）

③　当社グループが決議権ベースで10％以上の株式を保有する会社等

４. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

５. 当社グループから多額（注６）の金銭その他の財産を得ている専門家

（コンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士　等）

６. 当社グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者（注７）

７. 社外役員の相互就任関係（注８）となる他の会社の業務執行者

８. 近親者（注９）が上記１～７までのいずれかに該当する者（４及び５を

除き、重要な者（注１０）に限る）

９. 過去５年間において、上記２～８までのいずれかに該当していた者

１０. 前各号の定めに関わらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段

の事由が存在すると認められる者

１１. 当社社外取締役としての在任年数が12年以上となる者

（注１） 当社グループとは、当社及び当社の連結子会社をいう。

（注２） 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これ

らに準じる者及び使用人をいう。

（注３） 大株主とは、当社事業年度末において、自己又は他人の名義をも

って議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう。大株主が法

人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者

をいう。

（注４） 主要な取引先とは、当社グループの取引先であって、直近事業年

度における年間取引金額が当社の連結売上高又は相手方の連結売

上高の２％を超える者をいう。

（注５） 主要な借入先とは、当社グループが借入を行っている金融機関で

あって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総

資産又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をい

う。
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第３号議案 監査等委員である取締役選任議案

（注６） 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定める

とおりとする。

① 当該専門家が個人として当社グループに役務提供をして

いる場合は、当社グループから収受している対価（役員

報酬除く）が、年間10百万円を超えるとき。

② 当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グルー

プに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グルー

プから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間

総収入金額の２％を超えるとき。

ただし、当該２％を超過しない場合であっても、当該専門

家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収

受している金額が年間10百万円を超えるときは多額とみな

す。

（注７） 当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当

該団体に所属する者のうち、当該寄付に係わる研究、教育その他

の活動に直接関与する者をいう。

（注８） 社外役員の相互就任関係とは、当社グループの業務執行者が他の

会社の社外取締役又は社外監査役であり、かつ、当該他の会社の

業務執行者が当社の社外取締役である関係をいう。

（注９） 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。

（注１０） 重要な者とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務

執行者又はそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
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地図

株主総会会場ご案内図

会場：東京都新宿区西新宿二丁目４番１号
新宿NSビル 30階 NSスカイカンファレンス ホールＡ・Ｂ

（30階へは正面出入口側の直通エレベータをご利用ください）
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交通のご案内
◆ JR線・京王線・小田急線・東京メトロ丸ノ内線「新宿駅」（南口・西口）か

ら徒歩約７分
◆ 都営新宿線・京王新線「新宿駅」（新都心口）から徒歩約６分
◆ 都営大江戸線「都庁前駅」（A3出口）から徒歩約３分

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【経営近況報告会のご案内】
　第15回定時株主総会終了後、総会ご出席の株主の皆様を対象とする経営近況報
告会を開催させていただきますので、ご出席くださいますようご案内申し上げま
す。

記
１．日　　　時　2024年４月25日（木曜日）定時株主総会終了後

※お時間は30分程度を予定しております。
２．会　　　場　新宿NSビル 30階 NSスカイカンファレンス ホールＡ・Ｂ

※定時株主総会会場と同じ会場で行います。
以　上


